
号

外

一�
令

和

七

年
十
二
月
十
五
日

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則

(

情
報
技
術
企
画
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

交
通
規
制
課)

三

公
安
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
等
の
規

定
に
基
づ
く
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
等
に
関
す
る
要
綱

(
情
報
技
術
企
画
課)

八

警

察

告

示

○
岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
三
項
等
の
規

定
に
基
づ
く
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
等
に
関
す
る
要
綱

(

情
報
技
術
企
画
課)

八

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

等
に
関
す
る
規
則

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
規
則(

令
和
三
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号)

の
全
部
を
改
正
す
る
。

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号)

第
十
一
条

及
び
岐
阜
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
六
年
岐
阜
県
条

例
第
九
号
。
以
下｢

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
法
令
に
特

段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
を
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
関
し
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

( ) 令和７年12月15日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日



一

公
安
委
員
会
等

岐
阜
県
公
安
委
員
会
、
岐
阜
県
警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
を
い
う
。

二

法
令

法
律
、
法
律
に
基
づ
く
命
令
、
条
例
及
び
執
行
機
関
の
規
則(

規
程
を
含
む
。)

を
い

う
。

三

電
子
署
名

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号)

第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
署
名

ロ

政
府
認
証
基
盤(
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の
他
政

府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の

を
い
う
。)

の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名

四

電
子
証
明
書

申
請
等
を
す
る
者
又
は
行
政
機
関
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た

め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

五

申
請
等

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
一
号
。
以
下｢

情
報
通
信
技
術
活
用
法｣
と
い
う
。)

第
三
条
第
八
号
及
び
情
報
通
信
技

術
活
用
条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。

六

処
分
通
知
等

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
九
号
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
二
条

第
八
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
を
い
う
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
で
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

(

申
請
等
の
手
続)

第
三
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
公
安
委
員
会
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
岐
阜
県
公
安

委
員
会
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
等
に

係
る
事
項
を
当
該
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
申
請
等
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に

記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
を
、
併
せ
て
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が

別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当

該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ

れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
業
登
記
法

(

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号)

第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項

(

こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
基
づ
き

登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
発
行
し
た
電

子
証
明
書

三

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律(

平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

５

公
安
委
員
会
等
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を

入
力
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
等
を
行
う
者
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
公
安
委
員

会
等
が
当
該
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
当
該
申
請
等
に
併
せ
て
入
力
す
る
と
き
は
、

当
該
申
請
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
定
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の

入
力
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
の
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
数
通
の
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は

こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ
の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て

い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
入
力
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

(

申
請
等
に
係
る
署
名
等
に
代
わ
る
措
置)

第
四
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
四
項
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
六
条
第
四
項
に
規

定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
申
請
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子

署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書(

前
条
第
四
項
に
定
め
る
電
子
証
明
書
に
限
る
。)

と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
措
置
そ
の
他
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
岐

阜
県
公
安
委
員
会
又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
定
め
る
措
置
と
す
る
。

(

申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合)

第
五
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
六
項
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
六
条
第
六
項
に
規
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定
す
る
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
岐
阜
県
公
安
委
員

会
又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

二

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
岐
阜
県
公
安
委
員
会

又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

三

申
請
等
に
係
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
が
大
量
で
あ
る
た
め
、
第
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
入
力
が
困
難
で
あ
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
ほ
か
、
申
請
等
の
全
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行

う
こ
と
が
不
可
能
又
は
申
請
等
に
係
る
利
便
性
を
著
し
く
損
な
う
場
合

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
等(

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

申
請
等(

当
該
部
分
を
除
く
。)

を
行
っ
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

処
分
通
知
等
の
手
続)

第
六
条

公
安
委
員
会
等
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う

場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
処
分
通
知
等
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
等
は
、
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に

は
、
当
該
処
分
通
知
等
の
内
容
を
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
処

分
通
知
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
等
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が

別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、

当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

(

処
分
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示
の
方
式)

第
七
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
七
条
第

一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
式
と
す
る
。

一

処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
の
入
力

二

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の

岐
阜
県
公
安
委
員
会
又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
届
出

(

処
分
通
知
等
に
係
る
署
名
等
に
代
わ
る
措
置)

第
八
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
四
項
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
七
条
第
四
項
に
規

定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に

電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
措
置
そ
の
他

処
分
通
知
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
岐
阜
県
公
安
委
員
会
又
は
岐
阜
県
警
察

本
部
長
が
定
め
る
措
置
と
す
る
。

(

処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合)

第
九
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
七
条
第
五
項
に
規

定
す
る
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又

は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
岐
阜
県
公

安
委
員
会
又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

二

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
岐

阜
県
公
安
委
員
会
又
は
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日(

次
項
に
お
い
て｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
申
請
等
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子
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岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
八
号

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
八
第
十
二
項
中｢

廃
棄｣

の
下
に｢(

第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
駐

車
許
可
証
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
及

び
そ
の
者
の
管
理
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
か
ら
消
去)｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同

条
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
八
項
中｢

前
項｣

を｢

第
七
項｣

に

改
め
、｢

当
該
駐
車
許
可
証｣

の
下
に｢(
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
を

電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
も
の)｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項

と
し
、
同
条
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

前
項
の
駐
車
許
可
証
の
交
付
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
駐
車

許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
掲
示
を
行
う
目
的
そ
の
他
の
正
当
な
目
的

の
た
め
に
当
該
駐
車
許
可
証
の
複
製
を
作
成
す
る
と
き
で
あ
つ
て
当
該
複
製
が
当
該
駐
車
許
可
証
の

交
付
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
そ
の
者
の
管
理
す
る

電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
る
と
き
を
除
き
、
当
該
駐
車
許
可
証
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
複
製
し
、

又
は
複
製
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
十
一
号
様
式
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
八
号

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
等
に
関
す
る
要
綱

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
等
に

関
す
る
要
綱

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則(

令
和
七
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号
。
以
下｢

規

則｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的

基
準
は
、
公
安
委
員
会
等(

規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。)

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で

き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

第
三
条

規
則
第
三
条
第
三
項
に
基
づ
き
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
又
は
記
載
す
べ
き
事
項
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ス

キ
ャ
ナ
そ
の
他
の
画
像
読
取
装
置
を
用
い
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
入
力
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請

等
を
行
う
者
が
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
情
報
を
記
録
し
た
日
時
を
記
録
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
四
条

規
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る
場
合
は
、
岐
阜
県
公
安
委

員
会
が
指
定
す
る
申
請
等
ご
と
に
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
に
よ
り
付
さ
れ
た
識
別
符
号
及
び
暗
証
符

号
を
入
力
す
る
措
置
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
の
性
質
に
照
ら
し
て
適
切
な
措
置
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
岐

阜
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
と
す
る
。

第
五
条

規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
岐
阜
県
公

安
委
員
会
が
定
め
る
措
置
は
、
前
条
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。

第
六
条

規
則
第
五
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

申
請
等
を
行
う
者
は
、
書
面
等(

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難

又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
文
字
、
番
号
又
は
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の

技
術
的
基
準
は
、
同
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

第
八
条

規
則
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知

等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
は
、
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
岐
阜
県
公

安
委
員
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

警

察

告

示

岐
阜
県
警
察
告
示
第
四
号

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
要
綱(
令
和
三
年
岐
阜
県
警
察
告
示
第
一
号)

の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
警
察
本
部
長

三

田

豪

士
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岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
等
に

関
す
る
要
綱

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則(

令
和
七
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号
。
以
下｢

規

則｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

規
則
第
三
条
第
三
項
に
基
づ
き
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
又
は
記
載
す
べ
き
事
項
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ス

キ
ャ
ナ
そ
の
他
の
画
像
読
取
装
置
を
用
い
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
入
力
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請

等
を
行
う
者
が
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
情
報
を
記
録
し
た
日
時
を
記
録
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
三
条

規
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
定
め
る
場
合
は
、
岐
阜
県
警
察
本

部
長
が
指
定
す
る
申
請
等
ご
と
に
、
岐
阜
県
警
察
本
部
長
に
よ
り
付
さ
れ
た
識
別
符
号
及
び
暗
証
符

号
を
入
力
す
る
措
置
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
の
性
質
に
照
ら
し
て
適
切
な
措
置
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
岐

阜
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
と
す
る
。

第
四
条

規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
岐
阜
県
警

察
本
部
長
が
定
め
る
措
置
は
、
前
条
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。

第
五
条

規
則
第
五
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

申
請
等
を
行
う
者
は
、
書
面
等(

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難

又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
文
字
、
番
号
又
は
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

規
則
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知

等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
は
、
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
岐
阜
県
警

察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和７年12月15日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９
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